
  

住
宅
・
土
地
統
計
調
査
と
は
？

　住
宅
・
土
地
統
計
調
査
と
は
、
国
内

の
住
宅
と
そ
こ
に
居
住
す
る
世
帯
の

居
住
状
況
、
世
帯
の
保
有
す
る
土
地
な

ど
の
実
態
を
把
握
し
、
そ
の
現
状
と
推

移
を
明
ら
か
に
す
る
調
査
で
す
。

住
宅
・
土
地
統
計
調
査
の
目
的

は
？　住

宅
・
土
地
統
計
調
査
で
は
、
近
年

に
お
い
て
多
様
化
し
て
い
る
国
民
の

居
住
状
況
や
高
齢
化
な
ど
の
、
社
会
・

経
済
状
況
の
変
化
を
踏
ま
え
、
住
宅
の

ス
ト
ッ
ク
の
み
な
ら
ず
①
少
子
・
高
齢

化
社
会
を
支
え
る
居
住
環
境
、
②
耐
震

性
・
防
火
性
と
い
っ
た
住
宅
性
能
水
準

の
達
成
度
や
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
性
能
住

宅
、
③
土
地
の
利
用
状
況
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　ま
た
、
住
環
境
対
策
と
し
て
空
き
家

月
１
日
現
在
で
設
定
し
た
調
査
区
の

内
、
選
ば
れ
た
約
3
7
0
万
の
住
戸
と

世
帯
を
対
象
と
し
て
い
ま
す
。

個
人
情
報
の
管
理
は
？

　統
計
法
に
よ
っ
て
、
厳
重
な
個
人
情

報
保
護
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　調
査
の
結
果
知
り
得
た
秘
密
は
漏

ら
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
決
め
ら

れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、「
そ
の
行
な
っ
た

統
計
調
査
の
目
的
以
外
に
、
当
該
統
計

調
査
に
係
る
調
査
情
報
を
自
ら
利
用

し
、
又
は
提
供
し
て
は
な
ら
な
い
」と

定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　統
計
法
で
は
、
調
査
対
象
者
に
安
心

し
て
調
査
票
を
記
入
い
た
だ
け
る
よ

う
、
調
査
員
を
は
じ
め
と
す
る
調
査
関

係
者
に
対
し
て
、
調
査
票
の
記
入
内
容

を
厳
重
に
保
護
す
る
こ
と
を
定
め
て

い
ま
す
。

対
策
の
重
要
性
が
年
々
高
ま
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
空
き
家
を
含
め
た
住
生

活
の
実
態
を
把
握
す
る
こ
と
も
目
的

と
し
て
い
ま
す
。

調
査
の
結
果
は
何
に
使
わ
れ
る

の
？　こ

の
調
査
の
結
果
は
、
国
や
県
、
各

市
町
村
が
作
る
さ
ま
ざ
ま
な
施
策
の

企
画
や
立
案
、
評
価
な
ど
の
基
礎
資
料

と
し
て
利
用
さ
れ
ま
す
。

　ま
た
、
大
学
な
ど
の
研
究
機
関
で
、

都
市
・
住
宅
・
土
地
・
耐
震
・
防
災
問
題

な
ど
、
国
民
の
住
生
活
関
係
の
さ
ま
ざ

ま
な
問
題
の
研
究
資
料
と
し
て
用
い

ら
れ
ま
す
。

調
査
さ
れ
る
対
象
は
？

　今
回
の
調
査
で
は
、
総
務
大
臣
が
指

定
し
た
区
域
の
中
か
ら
、
平
成
30
年
２

●
守
秘
義
務

　調
査
に
従
事
し
て
知
り
得
た
個
人

や
団
体
の
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら

な
い
。

●
利
用
制
限

　統
計
調
査
の
目
的
以
外
に
、
調
査
票

の
記
入
内
容
を
利
用
し
た
り
、
提
供
し

て
は
な
ら
な
い
。

●
適
正
管
理

　記
入
さ
れ
た
調
査
票
を
適
正
に
管

理
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
答
で

は
、
不
正
な
ア
ク
セ
ス
な
ど
の
監
視
を

24
時
間
行
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
回
答

デ
ー
タ
は
厳
重
に
守
ら
れ
ま
す
。

　提
出
い
た
だ
い
た
調
査
票
は
外
部

の
人
の
目
に
触
れ
な
い
よ
う
厳
重
に

管
理
さ
れ
、
統
計
を
作
成
し
た
後
は
溶

か
し
て
処
分
さ
れ
ま
す
。

平
成
30
年 

住
宅
・
土
地
統
計
調
査
へ
の

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

平
成
30
年
10
月
１
日
を
基
準
日
と
し
た
住
宅
・
土
地
統
計
調
査
が
実
施
さ
れ
ま
す
！
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調
査
員
と
は
？

　各
世
帯
を
訪
問
す
る
調
査
員
は
、
県

知
事
が
任
命
す
る
非
常
勤
の
地
方
公

務
員
で
す
。

　住
宅
・
土
地
統
計
調
査
で
は
、
世
帯

員
や
世
帯
の
こ
と
に
つ
い
て
回
答
を

い
た
だ
き
ま
す
が
、
調
査
員
は
守
秘
義

務
が
あ
り
ま
す
の
で
、
絶
対
に
調
査
内

容
を
他
の
人
に
知
ら
れ
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。

　ま
た
、
調
査
員
が
各
世
帯
を
訪
問
す

る
際
は
、住
宅
・
土
地
統
計
調
査
員
証（
顔

写
真
入
り
）を
身
に
つ
け
て
伺
い
ま
す
。

調
査
の
方
法
は
？

　調
査
員
が
世
帯
を
訪
問
し
、
調
査
票

を
配
布
・
取
集
す
る
方
法
に
よ
り
行
い

ま
す
。
な
お
、調
査
票
の
取
集
の
ほ
か
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
回
答（
オ
ン

ラ
イ
ン
調
査
）お
よ
び
郵
送
に
よ
る
調

査
票
の
提
出
も
可
能
で
す
。

　今
回
の
調
査
で
は
、
パ
ソ
コ
ン
や

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
利
用
し
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
調

査
が
導
入
さ
れ
て
い
ま
す
。
オ
ン
ラ

イ
ン
調
査
で
回
答
す
る
と
、
調
査
票
の

記
入
・
提
出
が
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
よ

り
便
利
で
、
簡
単
に
回
答
で
き
ま
す
の

で
、
ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

調
査
の
内
容
は
？

　調
査
票
は「
甲
」「
乙
」の
２
種
類
に

分
か
れ
て
い
ま
す
。

●
調
査
票「
甲
」の
調
査
内
容

・
世
帯
の
構
成

・
収
入

・
就
業
状
況

・
現
住
居
の
状
況

　な
ど

●
調
査
票「
乙
」の
調
査
内
容

・
世
帯
の
構
成

・
収
入

・
就
業
状
況

・
現
住
居
の
状
況

・
住
宅
と
土
地
の
所
有
状
況

　な
ど

調
査
票
配
布
の
時
期
は
？

　９
月
中
旬
か
ら
、
調
査
員
が
各
世
帯

を
訪
問
し
、
配
付
し
ま
す
。

　調
査
員
は
、
ま
ず「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
回
答
に
関
す
る
書
類
」と「
調
査
票
」

を
各
世
帯
に
配
布
し
ま
す
。
そ
の
後
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
答
期
間
内
に
回

答
の
な
か
っ
た
世
帯
へ
、
調
査
員
が
調

査
票
を
回
収
に
伺
い
ま
す
。

　調
査
対
象
世
帯
に
な
っ
た
際
は
、
調

査
へ
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

調査員が対象
地区の確認

調査対象
世帯を
選定

調査員が調査対
象世帯を訪問し
て「インターネッ
ト回答に関する
書類」と「調査票」
を配布

パソコンや
スマートフォンから
インターネット回答

調査員による回収
または郵送で提出

回答
完了

９月１日～15日 ９月16日～ 30日 10月１日～８日

▲

調査の流れ
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